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第７回議会議員・農業委員会の委員 

の定数及び任期等の取扱い小委員会 
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３ 小委員会の運営について 

 

（１） 公開・非公開について 

 

（２） 会議録署名委員の指名 

 

４ 協 議 

 

（１） 議会議員の定数及び任期等について 

 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

第７回議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い小委員会 出席者 
 

小林市・高原町・野尻町合併協議会委員 

 

 １．委 員        中屋敷 慶次    ９．委 員        永野 本助 

 ２． 〃         西道 紀一    １０． 〃         山田 福雄 

 ３． 〃         久保田 恭弘   １１． 〃         龍神 豊美 

 ４． 〃         首藤 美也子   １２． 〃         高岩 都津子 

 ５． 〃         清水 公雄    １３． 〃         丸山  崇 

 ６． 〃         前原 淳一    １４． 〃         原田 富雄 

 ７． 〃         福本 誠作    １５． 〃         楠元 フタミ 

 ８． 〃         杉元 豊人    １６． 〃         竹山 昭徳 

 

 

 （ 事務局 ） 

 

事務局長   倉園 凡生      事務局員   柴内 敏彦 

事務局員   税所 將晃       

 

 

（ 分科会 ） 

 

議会分科会長     松ケ野 安博 

選挙分科会長     塚田 徳義 

小林市議会事務局長  友安 春夫 

 

 

 （ 欠席者 ） 
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午後１時３０分開会 

 

 皆さんこんにちは。ご案内をいたしました時間となりましたので、ただいまから

第７回の議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い小委員会を開会さ

せていただきます。 

 まず初めに、本日の出席委員数は定数１６名のところ１６名でございます。小委

員会設置規程によりまして、３分の２以上の出席ですので、会議は成立しているこ

とをご報告申し上げます。 

 それでは、委員長のあいさつをお願いいたします。 

 皆さんこんにちは。前回から、高原町で開催された委員会で最終的な委員会とい

うことになっていたわけです。どうしても意見がまとまらず、今日もう１回臨時に

委員会を開催してほしいという要望がございまして、今日こうしてお集まりいただ

いたわけでございます。 

 それぞれ皆さん委員同士で話し合いをそれなりにされたと思っておりますので、

今日ははっきりした結論を出して、そして、実りある委員会であればというように

思っているところでございます。どうかよろしくお願いします。 

 簡単でございますが、ごあいさついたします。 

 ありがとうございました。 

 それでは、ここからは小委員会設置規程第６条によりまして、委員長に議事進行

を引き継いでまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。委員長。 

 それでは、私の方で議事を進行してまいります。 

 まず、会議録署名委員の指名であります。会議録署名委員につきましては、議長

が指名することになっております。本日は小林市の久保田委員と野尻町の竹山委員

にお願いします。 

 次に、会議の公開についてでありますが、小委員会設置規程第６条によります

と、会議は原則公開するとあります。ただし委員の半数以上の賛同があるときは非

公開とすることができると定めてありますが、本日は公開するということにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、本日は公開することといたします。併せて会議録についても公開する

こととさせていただきます。 

 しばらく休憩させていただきます。１５分程度でございます。休憩いたします。

野尻町の委員と高原町の委員の皆さんが、話合いがあるということでございますの

で、１５分程度休憩いたします。 

午後１時３５分休憩～午後１時５０分再開 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 早速、協議に入りたいと思います。 

 協議事項、議会議員の定数及び任期等について、事務局の説明を求めます。 

 それでは、資料でございますが、配付資料の一番最後のページ３ページの方をお

開きいただきたいと思います。協議（１）議会議員の定数及び任期等についてでご

ざいます。 

 ①で、前回までの確認事項ということでこちらの方に記しております。 

 まず１つ目に、合併後最初に行われる一般選挙における議員定数は２６人以内と

し、新市において決定するものとする。 

 ２つ目に、合併後最初に行われる一般選挙は、新市全域で１選挙区とする。 

 ３つ目に、合併後最初に行われる一般選挙においては、市町村の合併の特例等に

関する法律（平成１６年法律第５９号）第８条第５項の規定を適用しない。これは

合併時の特例適用以降の２回目の定数特例は適用しないということでございます。 

 ４つ目に、議会議員の報酬等は、小林市特別職報酬等審議会に諮り、合併時まで
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に定めるということで確認をさせていただきます。 

 次に、②協議事項でございます。 

 合併時の特例（定数特例・在任特例）の適用についてということが今回の協議事

項にあります。 

 それにつきまして、定数特例と在任特例適用それぞれ適用した場合の案というこ

とで、こちらの方にお示しさせていただいております。 

 まず、①定数特例適用の場合（案）、議会議員の定数及び任期については、市町

村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第８条第２項及び第

３項の規定により、小林市の議会議員の残任期間に相当する期間に限り、小林市の

議会議員の定数２４人に、高原町の区域に設けられる選挙区の議会議員の定数

６人、野尻町の区域に設けられる選挙区の議会議員の定数５人を加え３５人とす

る。 

 なお、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３４条第１項の規定により、

高原町の区域を選挙区とする増員選挙（定数６）及び野尻町の区域を選挙区とする

増員選挙（定数５）を実施するものとする。 

 ②在任特例適用の場合（案）、高原町及び野尻町の議会議員は、市町村の合併の

特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第９条第１項第２号の規定を適用

し、小林市の議会議員の残任期間に限り、小林市の議会議員として在任するという

ことで、文面についてお示しをさせていただいております。 

 説明は以上です。 

 説明が終わりました。 

 ここで清水副委員長の方から今の話合いの結果の報告をしていただきます。 

 ただいま開会と同時に、休憩をさせていただきまして野尻町の委員の方４名、高

原町委員の方４名で、この件について第７回になるわけですけども、協議をした中

で最終の段階ということもありまして、それぞれで協議をした中で、先ほど野尻町

と高原町の委員の意見等を取りまとめたとこでございました。 

 皆さん方から、小林市の委員の方、議会選出の委員の方から今まで非常に意見等

を言われた中でしたけれども、私たちは私たちなりに、新しい小林市をつくるのに

際して、高原町、野尻町が小林市に参加して、１つの、人口の、新しい市をつくる

中での意見として、申し上げてきた中でしたけども、最終的には定数特例でいこう

と、いろんな意味で町民の皆さん方、あるいは各団体の皆様方、いろんな意見等も

ございましたけども、そういったことで一致をいたしたとこであります。どうかよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

 そしてまた、それぞれ委員の皆さん方からは、後の方で、それぞれ意見等もあり

ますから、それぞれ述べていただきまして、了解をいただきたいというふうに思い

ます。結論から申し上げますとそういうこと、在任特例で、新しい小林市を力を合

わせてつくりたいという気持ちの上でのことでございます。（発言する者あり）定

数特例ということでありましたのでご報告申します。 

 以上であります。 

 ただいま清水副委員長の方より報告がございましたとおり、野尻町、高原町、先

ほど話し合いの結果が出ました。定数特例を採用するということで意見の一致を見

たという報告がございましたので、ご確認いただきたいと思います。 

 それでは、それぞれの皆さんご意見があれば述べていただきたい。はい、どう

ぞ。 

 高原の前原です。我々は今まで在任特例ということを主張してきたわけですが、

ここに至っては、今さらながら在任特例を主張するに至らないということで、断腸

の思いで定数特例ということを認めたわけですが、それと言わせていただければ、

今までの協議の中で、小林の委員さん方が言われる全協で決まったことだからと

か、あるいは議会で決めてきたことだから在任はだめなんだとか、あるいは住民感

情が許さないからとか、中には財政難だから合併を申し入れたんだろう、あるいは
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合併をする気があるのかとか、救済合併なんだとか、そういった意見が我々とすれ

ば、住民の感情を逆なでするような発言が多々あったわけです。我々嫁入りする側

とすれば、そういった中に議員削減をして入っていくということで、本当に心配で

かないません。やはり一つのまちをつくろうというのに、前回も不調に終わったこ

とを取り出して、協議の中で論議していくということは甚だ遺憾だと、私は思いま

す。 

 そういったことで、最終的には定数特例を認めるということになったわけです

が、今後の協議の中で禍根を残さないために、今後そういった今言ったような、議

会で決めてきたことだからとか、過去のことを云々、財政が云々というようなこと

は今後一切協議の中では出さないでいただきたい。 

 やはり我々一緒になって新しいまちを、いいまちを、住民の方にいいまちをつく

るんだという気持ちはみんな一緒だと思います。そういったことから小林市の委員

の皆さん方には強く要望しまして、発言を終わります。（拍手） 

 はい、どうぞ。 

 野尻の福本です。私たちもいろいろ協議をしまして、その中でやっぱり私たちが

何で在任特例を主張してきたか、一応経費の問題でもちゃんと計算してこっちの方

が安いという形で、やっぱり財政の面を考えれば、こっちの方がいいよなという形

で主張してきたわけです。 

 しかし、新聞報道が出て、その後でいろんな人から話を聞いたとき、どうしても

おまえたちは保身じゃないかという形で、もうものすごく言われました。ただ、こ

れは保身と言われれば、もう私たちが何を理由をつけようと、保身ととられてしま

うのかなというのもありました。 

 しかし、本当に計算をすればそういう結果は、経費として安くつくというのはあ

りました。しかし、新しいまちをつくるという形で考えれば、せっかくここまで進

んだ協議をこのことで崩すわけにはいかないということはあります。そういう形で

一応、定数特例でいくという形で、一応多数という形で決めさせていただきまし

た。 

 ただ、先ほど前原さんの方からありましたけども、私はやっぱり今前原さんも言

われたのですけど、今後の協議の中で新しいまちをつくろうということですので、

前回の離脱がどうだったとか、そういうのはやっぱり、今後の協議の中には持ち込

んでもらいたくない。それだけ野尻も高原もですけど、やっぱり合併を、一応合併

はするんだという気持ちで来ております。だから今回も定数でも一応やむなしとい

う形でみんなＯＫしたんだろうと思いますので、そういう面を理解していただい

て、やっぱり今後の協議の中では、前回がどうだったちゅう、やっぱりそういう意

見というのは出してもらいたくないというのはあります。一応そういう形で野尻と

しては決まりましたので報告申し上げます。 

 以上です。 

 ここでお諮りしますが、一人一人のご意見は聴かなくていいですか。どうです

か。（発言する者あり）こちらからそれぞれ意見を述べてください。どうぞ。 

 高原の丸山です。先ほど野尻・高原で休憩を取らせていただいて、お話し合いを

させていただきましたけれども、定数特例ということで話をさせていただいた。前

原委員さんも申し上げられたとおりでございます。私たちは合併委員として出させ

ていただいてるんですけども、住民の方はいろんな意見を今まで言われて、私たち

も意見を述べさせていただいたところ。先月の２８日に久保田委員から力強い意見

をちょうだいいたしましたので、私は安心して定数特例としてお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 私たちは、新しいまちづくりに参加するということで、受け入れてもらう側の立

場として、ここにいるわけでございますが、やはり新しいまちづくりに我々参加す

る方の住民の声も大事でありますし、受け入れていただく小林市の住民の意見も大

変重要だと思いました。我々も十分協議してまいりましたが、今回は今回の合併を
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逃しますと、今後の生活は大変難しくなるんじゃないかという感じがして、この合

併協議会あるいは、合併そのものがいい方向に進んでいくように考えまして、議員

の定数につきましては定数特例で、小林さんの主張されます定数特例で受け入れて

いただきまして、合併をいい方向に向けて進めていってもらいたいと思います。ま

た、新しいまち、新しい小林市の誕生になりまして、新しい議員さん方にも小林市

全体がいい方向に進んでいかれることを希望しまして、私の意見とします。 

 先ほど福本委員、前原委員の発言にもありましたように、全く同感でございま

す。 

 私は平成２２年の３月２３日の、確認し合った、全員で確認し合いました合併に

向けての今後の、今日がスタートだと思っております。今後いろんな角度でまちづ

くりに対して協議していくと思いますが、今からが大事な法定協議会の内容に、詰

めになってくると思います。今後とも委員の皆さんの合併に向けた、新しいまちづ

くりに向けたご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 楠元です。私たちの小委員会が今回で７回開かれてまいりましたが、前回までは

議員定数問題について、議員さんたち同士のあらゆる協議の中で本当に活発な意見

のやり取りがされる姿を見、学識の私も圧倒されるばかりでした。 

 その中で、私の頭の中では、何回となく意見を逃したこともありました。しか

し、今日の小委員会において小林さんの要望されていた定数特例を使うことにやっ

と合併と話が進んできました。私も合併については賛成でした。野尻の１０年先、

２０年先のことを考えたときに、現在の子供たち、孫たちがどのような暮らしがで

きるのだろうか、いろんなことが浮んでき、まずは少子高齢化の時代になっていっ

て、本当の寂れた野尻が頭に浮んできました。そこで合併へと話が進んで、本当に

話が進んできましたので、これから先の新市については、高原町や野尻の新しい議

員さんが、小林の議員さんたちと一緒にいろんなことに頑張ってくださるようお願

いしたいです。 

 それと、私が思っていることは、議員さん同士において今回の小委員会で協議さ

れた意見などがしこりとか残すことなく、議員さん全員が心一つにして、住民の

方々の安全で安心して住める住民サービスのことを考え、新しいまちづくりに対し

前向きで協議していただきたいと思います。 

 今回の小委員会を通して、私はいろんな勉強をさせていただきました。本当にあ

りがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

 野尻の竹山です。先ほど前原委員の方が言われたとおりの言葉を、私が思ってい

ることを全て挙げていただいたと思っております。最初は、私も在任ということで

主張していたわけですが、いろんな皆様方の意見を聞く中で、定数の方がいいので

はないかという意見も伺いました。そういった中で今まであったことは踏まえまし

て、これから新しいまちづくりに向けて、皆様方のご協力を得ながら頑張っていき

たいと思うので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 小林の高岩です。高原・野尻の皆さんは何遍も協議されまして、本当にご苦労さ

れましたことを察しいたします。もし小林側が編入だったとしたら、やっぱり同じ

ことを言っていただろうと私は思います。しかし、小林側としては、合併をしたい

という気持ちが強かったものですから、新しいまちをつくるためにやってきたこと

だと思いますので、そのことをちょっと分かっていただきたいと思います。 

 新しい小林に向かって、小林が一つになって本当によりよい小林をみなさんでつ

くっていきたいと思っています。これからもよろしくお願いいたします。 

 野尻町さんと高原町さん、お互いに協力していっていければなと思います。今日

は合併特例、定数特例ていうことで、非常に元須木としては非常にうれしいです。

前に合併したかったんですけど、今回一緒に合併になるということであれば非常に

うれしいです。それだけです。これからも一緒に新しいまちづくりに協力していけ
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ればと思います。よろしくお願いします。 

 結論を出していただきましてありがとうございました。安堵をいたしたところで

ございます。私どもの付託されました問題はこれで一応解決を見るわけでございま

すけれども、後、合併に向けてまたいろいろな協議が残されておるわけでございま

すけれども、合併協議会を通じまして、お互いに努力し合って成就をできますこと

を祈念を申し上げましてあいさつにしたいと思います。 

 小林の永野です。今みんなこうして自分の考え方を述べておられましたが、全く

私も同感でございます。いろいろと協議を重ねた結果、やっと定数特例ということ

でご理解をいただいて、合併の運びになるわけでございます。 

 私もやはり合併はみんなとこう力を合わせて、皆さんの意見を出し合って、いい

ことばかりはないと思います。しかし、それを乗り越えてこれからは新しい小林市

のまちづくりができればというふうに思っております。今日は今まで申し上げてき

ましたので、これで私の考えを終わりたいと思います。どうも。 

 いいまちをつくっていこうという思いは、ここにいる議員も住民代表の方も皆さ

ん一緒だと思うんです。今まで７回、本当に真摯にお互いに議論してき合ったわけ

ですけれども、合併の最初の議論が、目的がずれてたんじゃないかなて、今思えば

思います。まあ、合併の究極の目的は行財政改革です。そして何のための合併かと

言えば、先ほど楠元委員も言われましたけれど、住民のための合併でなければなら

ないと思います。そういう意味では議員の身分保障の問題ではないということにな

ってくると思います。 

 ところが、そういうところから少しずれまして、やはり在任特例というふうな議

論に集中してきたように思います。私たちもやはり高原町、野尻町の不安解消のた

めにいろんな不安に思っていることはまず聞こうということで、意見をずっと聞か

せていただきました。だけれども、そういう一番、編入、対等合併ではなく今回は

編入合併であるという、まずそこの件と合併目的が行財政改革であるという、そこ

のところをちょっと離脱した意見がずっとされてきたように思いますので、そうい

うところは反省していかなければいけなかった点かなと思いました。 

 福本委員がおっしゃるように、確かに現高原町、野尻町の報酬をもって充てれ

ば、在任特例より定数特例の方が２,０００万円ぐらい安くつくという計算にはな

るんですけれども、そのことを議題としてこの委員会で議論はしてこなかったんで

す。最終的には報酬審議会に預けるという形で確認をとったということで、そうい

う一つ一つの点が、やはり高原町、野尻町も問題を進めていく点では少し甘かった

のかなというふうには今になって思います。 

 だけども、やはり合併は行財政改革であるとともに住民のための合併でなくては

ならないという点で、今後も協議会の中で重大案件がどんどん出てきます。そして

議員も定数特例を決断された、高原町、野尻町も決断されたんですけれども、選ん

で今度議員さんが出てこられると思うんですけれども、今須木村が合併になって

３人出てこられましたけど、本当にこの方たちは住民の声を一心に、前在任特例で

議員さんが全員おられたときよりも声が大きく、そして本当に真剣に議論されてま

す。やはりこういうことも期待しながら、また地域自治組織に各両町の町長さんが

就任されたと聞きましたので、その点からも住民の方たちは大きな安心があると思

いますので、そういうことと一緒に協力して、今後本当に、本当にがっちり手を合

わせて、ここで先ほどおっしゃいました禍根を残す、この議員定数で禍根を残すん

じゃなくて、より団結して、本当にいいまちを本当につくっていくという気持ち

で、今からの協議も一生懸命やっていただいて、今後も本当に合併してよかったと

最終的に言えるようなまちにしていきたいなと私も思います。 

 本当にいい議論が皆さんとできて本当によかったと思います。ありがとうござい

ました。 

 久保田です。まず、皆様方に感謝を申し上げます。一番私が強いことも言ってき

たわけですが、目的はやはり合併でした。そのことだけで私は言わせていただきま
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した。それを皆さん方が酌んでいただいてきたわけですから、今まで言ったことは

会議の中のことであって、後に残るものでは絶対あってはなりません。そのことは

私たちも踏まえております。そして早く一つのまちになるということに努力をし

て、私たちも須木と合併して２年半近くになりますが、そのことについては一生懸

命やってきて、この点はいい、この点はちょっとおかしいなというものも言ってき

ましたから、そういうのを皆さんと今度は話し合いながら、一つのまちに早くなる

ということが一番住民にとっては幸せなことだと思います。そのことが私たちに与

えられた使命であるというふうにも考えておりますので、これから一つざっくばら

んな中で忌憚のない意見を出し合いながら、いいまちづくりができますように、皆

さんと一緒にやっていければありがたいと思っております。 

 まず、今日は私たちが主張してきたことに対して、皆さん方が酌んでいただきま

したことに、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 西道であります。私、旧須木村の出身でありまして、西諸は一つという考えでず

っと初めからあったわけでございますが、前回の合併で野尻さん、高原さんが離脱

されまして、小林と須木だけが合併となったわけでございますが、今回、野尻さ

ん、高原町さんが在任を主張される理由というものは十分私も分かっておりまし

た。住民の声を反映していきたいというのが本音だったと私は思いますが、小林と

いたしましては、もう定数特例を主張してきましたので、定数特例で今回は酌んで

いただきまして、誠に本当にありがとうございました。今後お互いに新しいまちづ

くりに一生懸命取り組んでいきたいと思います。どうも本当にありがとうございま

した。 

 どうも皆さんありがとうございました。ただいまそれぞれ意見を述べていただき

ました。 

 ここで、意見がまとまってまいりましたので、全体の意思確認として、定数特例

の適用について、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

 はい。ありがとうございました。定数特例の適用といたします。 

 それでは、ここで暫時休憩をいたします。１５分程度休憩いたします。 

午後２時１０分休憩～午後２時２０分再開 

 ここで首藤委員の方から訂正の発言があるそうです。 

 先ほどの発言の中で、自治区長に各町長が選任されたと言いましたけれど、今後

新市になってからの選任になりますので、そこのところの訂正をよろしくお願いし

ます。 

 ただいま首藤委員の発言をご確認いただけましたか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、定数特例の適用が決定いたしましたので、お手元に配付いたしました

確認資料を読み上げたいと思います。 

 議会議員の定数の及び任期等の取扱い。 

 （１）議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例等に関する法律

（平成１６年法律第５９号。以下「法」という）第８条第２項及び第３項の規定に

より、小林市の議会議員の残任期間に相当する期間に限り、小林市の議会議員の定

数２４人に、高原町の区域に設けられる選挙区の議会議員の定数６人、野尻町の区

域に設けられる選挙区の議会議員の定数５人を加え３５人とする。 

 なお、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３４条第１項の規定により、

高原町の区域を選挙区とする増員選挙（定数６）及び野尻町の区域を選挙区とする

増員選挙（定数５）を実施するものとする。 

 （２）合併後最初に行われる一般選挙においては、法第８条第５項の規定を適用

せず、議会議員の定数は２６人以内とし、新市において決定するものとする。ま

た、選挙区は新市全域で１選挙区とする。 

 （３）議会議員の報酬等は、小林市特別職報酬等審議会に諮り、合併時までに定

める。 



 

- 9 - 

 

 

 

委員長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 以上の文面のとおりご確認いただけましたでしょうか。ご確認いただいた方の委

員の挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

 それでは、すべてご確認いただきましたので、これをもちまして、協議事項につ

いては終了いたします。 

 その他について事務局の説明をお願いします。 

 それでは、ただいますべて確認をいただきましたので、本日までの小委員会で取

り決めました事項につきまして、今度の合併協議会、９月２５日に行われます合併

協議会におきまして、小委員会の最終報告をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 同日になりますが、その小委員会、今回の小委員会で決めたことに基づきまし

て、当局から協議事項といたしまして、提案をさせていただくという流れで進めさ

せていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 それでは、これをもちまして議長の座をおろさせていただきます。 

 ごあいさつ申し上げます。本当に委員の皆様におかれましては、非常に７回目の

委員会を開催いたしたわけでございますが、その間、各市町では各議員間で何回も

お話し合いを、協議いただきまして、ご足労いただいたと思っております。１つ

の、向こう１００年の歴史の１ページが開いたと思っておりますので、今後は前向

きにそれぞれ新市発展のために、ご意見を集約しながらお互いに皆さんと意思疎通

を図り、切磋琢磨し頑張っていきたいと思っております。どうもありがとうござい

ました。（拍手） 

 ありがとうございました。以上をもちまして、小委員会を閉会させていただきま

す。どうもご協力ありがとうございました。 

 

午後２時３５分閉会 
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